
  

市 税 条 例 改 正 の 要 旨 

 

  

 （法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合） 

第６１条の２ 

  地方税法第３４９条の３（変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税

標準等の特例）の改正により、新たに固定資産税の課税標準の特例措置 

（わがまち特例）の割合を定めるもの。 

 ・家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例

措置 ３分の１ 

 ・居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産に係る課税標準の

特例措置 ３分の１ 

・事業所内保育事業（利用定員が１人以上５人以下）の用に直接供する家屋

及び償却資産に係る課税標準の特例措置 ３分の１ 

 

 

   附  則 

 

 （個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第５条 

地方税法附則第３条の３（個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非

課税の範囲等）等の改正により、控除対象配偶者等の定義規定が改正された

ことに伴い、控除対象配偶者を同一生計配偶者に名称変更するもの。 

 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 

  地方税法附則第１５条（固定資産税等の課税標準の特例)の改正により、新

たに固定資産税の課税標準の特例措置（わがまち特例）の割合を定めるもの。 

・企業主導型保育事業に供する固定資産に係る課税標準の特例措置 ３分 

の１ 

・緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する 

土地に係る課税標準の特例措置 ３分の２ 
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富士見市税条例（昭和３２年条例第１５号）新旧対照表 

新 旧 

（法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合）  

第６１条の２ 法第３４９条の３第２８項に規定する条例で定める割合

は３分の１とする。 

 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する条例で定める割合は３分の１

とする。 

 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する条例で定める割合は３分の１

とする。 

 

附 則 附 則 

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） （個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第５条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の

所得について第３３条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額

及び山林所得金額の合計額が、３５０，０００円にその者の同一生計配

偶者及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じて得た金額（その者が同一

生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に３２０，０００

円を加算した金額）以下である者に対しては、第２３条第１項の規定に

かかわらず、所得割（分離課税に係る所得割を除く。）を課さない。 

第５条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の

所得について第３３条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額

及び山林所得金額の合計額が、３５０，０００円にその者の控除対象配

偶者及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じて得た金額（その者が控除

対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に３２０，０００

円を加算した金額）以下である者に対しては、第２３条第１項の規定に

かかわらず、所得割（分離課税に係る所得割を除く。）を課さない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２～１６ （略） ２～１６ （略） 

１７ 法附則第１５条第４４項に規定する条例で定める割合は３分の１  
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とする。 

１８ 法附則第１５条第４５項に規定する条例で定める割合は３分の２

とする。 

 

１９ （略） １７ （略） 

  

 

 


